
   東大和市税条例の一部を改正する条例 

 東大和市税条例（昭和２６年条例第７号）の一部を次のように改正する。 

 第３１条の９第２項中「又は」の次に「当該控除することができなかつた金額のう

ち法第３１４条の９第２項後段に規定する還付をすべき金額により」を加え、「の同

項の」を「の前項の」に、「若しくは市民税に充当し」を「、個人の市民税若しくは

森林環境税を納付し、若しくは納入し」に、「に充当する」を「を納付し、若しくは

納入する」に改める。 

 第３３条の３の２第５項中「第３項」を「第４項」に改め、同項を同条第６項とし、

同条第４項中「第２項」を「第３項」に改め、同項を同条第５項とし、同条第３項中

「前２項」を「第１項及び前項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「前

項」を「第１項」に改め、同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加え

る。 

２ 前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定による申告書を給与支払者を経由し

て提出する場合において、当該申告書に記載すべき事項がその年の前年において当

該給与支払者を経由して提出した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書（その者が当該前年の中途において次項の規定による申告書を当該給与支

払者を経由して提出した場合には、当該前年の最後に提出した同項の規定による申

告書）に記載した事項と異動がないときは、給与所得者は、施行規則で定めるとこ

ろにより、前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定により記載すべき事項に代

えて当該異動がない旨を記載した前項又は法第３１７条の３の２第１項の規定によ

る申告書を提出することができる。 

 第３５条の見出し中「方法」を「方法等」に改め、同条第１項中「によつて」を

「により」に、「よる。」を「より徴収する。」に改め、同条に次の１項を加える。 

３ 森林環境税は、当該個人の市民税の均等割を賦課し、及び徴収する場合に併せて

賦課し、及び徴収する。 

 第３７条中「及び都民税」を「、個人の都民税額及び森林環境税額」に、「によつ

て」を「により」に改める。 

第３９条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に改め、

「均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。次項及び

第５項において同じ。）」を加え、同条第２項中「においては」を「には」に、「に

よつて」を「により」に改め、同条第３項及び第５項中「によつて」を「により」に

改め、同条第６項中「によつて」を「により」に、「給与支払い」を「給与の支払」

に、「退職手当額」を「退職手当額等」に改める。 

第４２条第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に、「、

直ちに」を「直ちに、」に改め、同条第２項中「通知によつて」を「通知により」に、



「第１７条の２の規定によつて」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町

村徴収金関係過誤納金とみなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用する

ことができるものとし、当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」

を「を納付し、又は納入することを委託したものとみなす」に改める。 

第４２条の２第１項中「によつて徴収することが」を「により徴収することが」に、

「においては」を「には」に改め、「及び均等割額」の次に「（これと併せて賦課徴

収を行う森林環境税額を含む。以下この条及び第４２条の５において同じ。）」を加

え、「によつて徴収する場合」を「により徴収する場合」に、「によつて徴収する。」

を「により徴収する。」に改め、同項第２号及び同条第２項中「によつて」を「によ

り」に改める。 

第４２条の６第１項中「によつて」を「により」に、「においては」を「には」に

改め、同条第２項中「方法によつて」を「方法により」に、「第１７条の２の規定に

よつて」を「第１７条の２の２第１項第２号に規定する市町村徴収金関係過誤納金と

みなして、同条第３項、第６項及び第７項の規定を適用することができるものとし、

当該市町村徴収金関係過誤納金により」に、「に充当する」を「を納付し、又は納入

することを委託したものとみなす」に改める。 

第７０条第１号エ中「及び」を「、」に改め、「３輪のもの」の次に「及び道路運

送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第１条第１項第１３号の６に規定

する特定小型原動機付自転車」を加える。 

付則第８条第１項中「令和６年度」を「令和９年度」に改める。 

付則第１０条中「、第６３条又は第６４条」を「又は第６３条」に、「、第６３条

若しくは第６４条」を「若しくは第６３条」に改める。 

 付則第１０条の２に次の１項を加える。 

２７ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する市町村の条例で定める割合は３分の

１とする。 

 付則第１０条の３第１３項を同条第１４項とし、同条第１２項中「附則第７条第１

３項」を「附則第７条第１７項」に改め、同項を同条第１３項とし、同条第１１項の

次に次の１項を加える。 

１２ 法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区分所有に係

る家屋について、同項の規定の適用を受けようとする者は、当該特定マンションに

係る同項に規定する工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１６項各号に掲げる書類を添付して市長に提出しな

ければならない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 



（２）家屋の所在、家屋番号、種類及び床面積 

（３）家屋の建築年月日及び登記年月日 

（４）当該工事が完了した年月日 

（５）当該工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出する場合には、３

月以内に提出することができなかつた理由 

 付則第１０条の５の次に次の１条を加える。 

 （令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべき申 

告等） 

第１０条の６ 法附則第１６条の４第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする者は、当該年度の初日の属する年の１月３１

日（第４７条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の所有

者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の４第６項（同条第７項

において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条第１項の

規定の適用を受けようとするものを含む。）までに次に掲げる事項を記載した申告

書を市長に提出しなければならない。 

（１）納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法

人番号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称）並びに当該納税義務者

が令附則第１２条の６第１項第３号から第５号まで又は第３項第３号から第５号

までに掲げる者である場合にあつては、同条第１項第１号若しくは第２号又は第

３項第１号若しくは第２号に掲げる者との関係 

（２）法附則第１６条の４第１項に規定する被災住宅用地の上に令和２年度に係る賦

課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

（３）当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の４第１項（同条第２項にお

いて準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場合を含む。）

の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の適用を受けようとす

る土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家屋の敷地の用に供する土地と

して使用することができない理由 

（４）その他市長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の４第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規定

の適用を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６年度分の固定資産税については、

第５９条の２の３の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の４第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は、同条第４項

に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地

納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載し



た申出書を市長に提出して行わなければならない。 

（１）代表者の住所、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番

号を有しない者にあつては、住所及び氏名又は名称） 

（２）特定被災共用土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

（３）特定被災共用土地に係る法附則第１６条の４第３項に規定する被災区分所有家

屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

（４）各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共用土地

納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

（５）法附則第１６条の４第３項の規定により按分する場合に用いられる割合に準じ

て定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の４第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定仮換

地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額の按分

の申出については、前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特定仮換

地等納税義務者」と、「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等の」と、

「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土地である特

定被災共用土地に」とする。 

 付則第１５条の３を削る。 

付則第１５条の３の２第４項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改め、

同条を付則第１５条の３とする。 

付則第１５条の７第３項を削る。 

付則第１６条の２第３項中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める。 

付則第１７条の２第１項中「令和５年度」を「令和８年度」に改め、同条第２項中

「令和５年度」を「令和８年度」に改め、「各年度分の」の次に「個人の」を加える。 

付則第１８条の７の３中「。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」と

いう。」を削る。 

付則第２２条の８中「第１０項、第１４項から第１８項まで、第２０項、第２１項、

第２５項、第２８項、第３２項から第３６項まで、第３９項、第４０項若しくは第４

４項」を「第９項、第１３項から第１７項まで、第１９項、第２０項、第２４項、第

２７項、第３１項から第３５項まで、第３８項、第３９項、第４３項若しくは第４６

項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

（１）第３１条の９第２項並びに第３５条の見出し及び同条第１項の改正規定、同条



に１項を加える改正規定並びに第３７条、第３９条、第４２条、第４２条の２及

び第４２条の６の改正規定並びに付則第１５条の３の２の改正規定（同条第４項

中「１００分の１０」を「１００分の３５」に改める部分に限る。）及び付則第

１６条の２第３項の改正規定並びに次条第１項並びに附則第４条第１項（この条

例による改正後の東大和市税条例（以下「新条例」という。）付則第１６条の２

第３項に係る部分に限る。）及び第３項の規定 令和６年１月１日 

（２）第３３条の３の２の改正規定及び次条第２項の規定 令和７年１月１日 

 （市民税に関する経過措置） 

第２条 前条第１号に掲げる規定による改正後の東大和市税条例の規定中個人の市民

税に関する部分は、令和６年度分以後の年度分の個人の市民税について適用し、令

和５年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例第３３条の３の２第２項の規定は、令和７年１月１日以後に支払を受ける

べき東大和市税条例第３３条の３の２第１項に規定する給与（以下この項において

「給与」という。）について提出する同条第１項の規定による申告書について適用

し、同日前に支払を受けるべき給与について提出した同項の規定による申告書につ

いては、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 新条例付則第１０条の２第２７項の規定は、令和５年４月１日以後に地方税

法等の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）第１条の規定による改正後の地

方税法附則第１５条の９の３第１項に規定する工事が行われた同項に規定する特定

マンションに係る区分所有に係る家屋に対して課する令和６年度以後の年度分の固

定資産税について適用する。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第７０条第１号エ及び付則第１６条の２第３項の規定は、令和６年度

以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和５年度分までの軽自動車

税の種別割については、なお従前の例による。 

２ 令和元年１０月１日から令和３年１２月３１日までの間に取得されたこの条例に

よる改正前の東大和市税条例付則第１５条の３及び第１５条の７第３項に規定する

３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前

の例による。 

３ 新条例付則第１５条の３第４項の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行

の日以後に取得された３輪以上の軽自動車に対して課すべき軽自動車税の環境性能

割について適用し、同日前に取得された３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税の環境性能割については、なお従前の例による。 
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東大和市税条例の一部改正について 

 

１ 改正趣旨 

令和５年度税制改正による地方税法等の改正に伴い、東大和市税条例の一部を改正し、

規定の整備を行う。 

 

２ 主な改正内容 

＜森林環境税の導入に伴う規定の整備＞ 

パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止

を図るため森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税及び  

森林環境譲与税が創設された。 

森林環境税は令和６年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税であり、

市において個人の市民税・都民税均等割と併せて一人年額千円が課税される。 

そのため、納税通知書に記載すべき納付額に森林環境税額を追加し、個人の市民税・  

都民税に併せて国税である森林環境税を賦課・徴収する規定を設ける。 

なお、森林環境税の税収は、国から都道府県・市区町村に森林環境譲与税として譲与さ

れる。 

 

３ 概要説明 

（１）各条の改正概要 

条文 改正概要 

第３１条の９（配当割額又は

株式等譲渡所得割額の控除） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律施行令によ

り地方税法施行令が改正されたことに伴う改正 

第３３条の３の２（個人の市

民税に係る給与所得者の扶養

親族等申告書） 

給与所得者の扶養親族等申告書の記載事項の簡素化等 

第３５条（個人の市民税の徴

収方法等） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に 

伴い、森林環境税の賦課・徴収の方法について規定する 

改正等 

第３７条（市民税の納税通知

書） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に 

伴い、納税通知書に記載すべき納付額に森林環境税額を

追加する改正等 
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条文 改正概要 

第３９条（給与所得に係る個

人の市民税の特別徴収） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に 

伴い、特別徴収の方法により徴収する給与所得に係る 

所得割額及び均等割額に森林環境税額を含む旨を規定 

する改正等 

第４２条（給与所得に係る特

別徴収税額の普通徴収税額へ

の繰入れ） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により  

地方税法が改正されたことに伴う改正等 

第４２条の２（公的年金等に

係る所得に係る個人の市民税

の特別徴収） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律の施行に 

伴い、特別徴収の方法により徴収する公的年金等に係る

所得に係る所得割額及び均等割額に森林環境税額を含む

旨を規定する改正等 

第４２条の６（年金所得に係

る特別徴収税額等の普通徴収

税額への繰入れ） 

森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律により  

地方税法が改正されたことに伴う改正等 

第７０条（種別割の税率） 地方税法施行規則の改正に伴い、ミニカー区分から３輪

以上の特定小型原動機付自転車（電動キックボード）を

除外する改正 

付則第８条（肉用牛の売却に

よる事業所得に係る市民税の

課税の特例） 

令和６年度までの適用期限を令和９年度まで延長する 

改正 

付則第１０条（読替規定） 地方税法の改正に伴う引用条項（先端設備等に係る固定

資産税の特例措置）の削除 

付則第１０条の２（法附則第

１５条第２項第１号等の条例

で定める割合） 

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション

（一定の要件あり）について「わがまち特例」（家屋に  

係る固定資産税額の減額措置）の対象に加える規定の 

新設 

付則第１０条の３（新築住宅

等に対する固定資産税の減額

の規定の適用を受けようとす

る者がすべき申告） 

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション

（一定の要件あり）に対する家屋に係る固定資産税額の

減額措置を受けようとする者がすべき申告についての規

定の新設等 
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付則第１０条の６（令和２年

７月豪雨に係る固定資産税の

特例の適用を受けようとする

者がすべき申告等） 

令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を  

受けようとする者がすべき申告等に係る規定の新設 

付則第１５条の３（軽自動車

税の環境性能割の非課税） 

軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴う

規定の削除 

付則第１５条の３の２（軽自

動車税の環境性能割の賦課徴

収の特例） 

不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなして 

納税不足額を徴収する際に加算する割合の変更等 

付則第１５条の７（軽自動車

税の環境性能割の税率の特

例） 

軽自動車税の環境性能割の臨時的軽減措置の終了に伴う

規定の削除 

付則１６条の２（軽自動車税

の種別割の賦課徴収の特例） 

不正を行った自動車メーカーを納税義務者とみなして納

税不足額を徴収する際に加算する割合を変更 

付則第１７条の２（優良住宅

地の造成等のために土地等を

譲渡した場合の長期譲渡所得

に係る市民税の課税の特例） 

令和５年度までの適用期限を令和８年度まで延長する 

改正 

付則第１８条の７の３（新型

コロナウイルス感染症等に係

る寄附金税額控除の特例） 

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための 

国税関係法律の臨時特例に関する法律の略称削除に伴う

規定の整備 

付則第２２条の８ 地方税法の改正に伴う引用条項の整理 

 

（２）改正附則の概要 

条文 概要 

附則第１条（施行期日） 条例の施行期日 

附則第２条（市民税に関する

経過措置） 

市民税の適用区分 
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附則第３条（固定資産税に関

する経過措置） 

固定資産税の適用区分 

附則第４条（軽自動車税に関

する経過措置） 

軽自動車税の適用区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


